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魅力的な職場づくりステップアップ支援事業費補助金交付要綱

（通則）

第１条 魅力的な職場づくりステップアップ支援事業費補助金（以下「補助金」という。）につい

ては、秋田県財務規則（昭和３９年秋田県規則第４号。以下「財務規則」という。）及びこの要

綱に定めるところによるものとする。

（目的）

第２条 この補助金は、県内企業が実施する働きやすい魅力的な職場環境づくりに要する経費の

一部を補助することにより、県内企業の人材確保・定着に向けた取組を促進することを目的と

する。

（補助事業対象者）

第３条 補助対象の事業者（以下「補助事業者」という。）は、次に掲げる全ての事項に該当する

ものとする。

（１）県内に本社（主たる事業所）を有する別表第１に掲げる中小企業等であること。

（２）国税及び地方税の滞納がないこと。

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）に規定する暴

力団等の反社会的勢力に関係していないこと。

（４）労働基準法（昭和２２年法律第４９号）等の労働関係法令を遵守していること。

（５）その他、本補助事業の趣旨・目的に照らして適当でないと認められる者でないこと。

（補助事業、補助対象経費、補助率、限度額）

第４条 補助金の交付となる事業（以下「補助事業」という。）は、働きやすい魅力的な職場づく

りを促進するための以下の取組を実施する事業をいう。

（１）人材育成に係る取組

（２）人事評価制度の導入に係る取組

（３）多様な勤務形態の導入に係る取組

（４）職場コミュニケーションの活性化に係る取組

２ 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）、補助率及び限度額は別表第２のと

おりとする。

３ 本補助金と重複して、国、県、市町村等が実施する補助金等との併給はできないものとする。

ただし、知事が必要と認める場合は、この限りではない。
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（申請書等）

第５条 補助金を受けようとする者は、県が別に定める公募期間内に、補助金交付申請書（様式

第１号）に次の書類を添付し、県に申請するものとする。

（１）事業計画書（様式第２号）

（２）収支予算書（様式第３号）

（３）誓約書（様式第４号）

（補助金交付の条件等）

第６条 補助金の交付を決定するに当たっては、財務規則第２４９条の規定により、次に掲げる

事項について、条件を付するものとする。

（１）補助金を目的以外に使用しないこと。

（２）次に掲げる場合は、あらかじめ知事の承認を受けること。

ア 総事業費の２０％を超える増減がある場合

イ 補助金所要額が交付決定額を超える場合

ウ 補助金所要額が交付決定額の２０％を超える減額となる場合

エ 補助事業を中止し、または廃止する場合

（３）次に掲げる場合は、あらかじめ雇用労働政策課長の承認を受けること。

ア 補助事業の内容を変更する場合（前号に該当する場合を除く。）

（４）補助事業が予定の期間内に完了しないとき、または事業の遂行が困難になったときは、速

やかに知事に報告し、その指示を受けること。

（５）法令その他の関係規定を遵守するとともに、知事の指示および命令事項を確実に履行する

こと。

２ 前項（２）の規定による知事の承認の申請は、次に掲げる申請書によるものとする。

（１）交付条件等変更承認申請書（様式第５号）

（２）補助事業中止（廃止）承認申請書（様式第６号）

３ 第１項（３）の規定による雇用労働政策課長の承認の申請は、補助事業変更承認申請書（様

式第７号）によるものとする。

４ 第１項（４）の規定による知事の指示を受けるときは、補助事業実施状況報告書（様式第８

号）によるものとする。

（交付決定の通知）

第７条 知事は、第５条の規定により補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査

し、適正と認めるときは、補助金の交付決定を行い、交付決定通知書（様式第９号）により当

該補助事業者に通知するものとする。

２ 前条の規定による変更交付決定の通知は、交付決定変更書（様式第１０号）によるものとす

る。
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（実施期間）

第８条 補助事業の実施期間は交付決定の日以後であって、事業計画の事業開始日から令和７年

２月２８日までとする。

（実績報告等）

第９条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して１５日以内または令和

７年２月２８日のいずれか早い期日までに補助事業実績報告書（様式第１１号）に次の書類を

添付して、県に提出しなければならない。

（１）事業実績書（様式第１２号）

（２）収支精算書（様式第１３号）

（３）補助事業実施にかかる証拠書類の写し

（４）その他知事が必要と認める書類

（補助金の額の確定等）

第１０条 知事は前条の報告を受けた場合には、当該報告に係る書類の審査および必要に応じて

現地調査等により、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者にその旨を通知するもの

とする。

２ 前項により確定した補助金の額が、第７条第１項で通知した交付決定額と同額であるときは、

前項の通知は省略することができる。

（補助金の支払）

第１１条 知事は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に補助金を支払うもの

とする。

（補助金の請求）

第１２条 補助事業者は、前条の規定により補助金の支払いを受けようとするときは、補助金請

求書（様式第１４号）を知事に提出して行うものとする。

（補助金の返還等）

第１３条 知事は、財務規則及びこの要綱の規定によるほか、補助事業者が次の各号のいずれか

に該当するときは、第７条第１項の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全

部又は一部の返還を命ずることができる。

（１）この要綱の規定に違反したとき

（２）補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき

（３）交付決定された事業を確実に実施することができないと認められるとき

（４）偽りその他不正な手段により交付決定されたとき
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（財産の管理）

第１４条 補助対象事業者は、補助事業により取得した財産等を善良なる管理者の注意をもって

管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効果的な運用を図らなければならない。

（財産の処分）

第１５条 補助事業者は、取得財産等のうち、取得価格が５０万円以上のものを、知事に対して

協議し、承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、

又は担保に供してはならない。

２ 前項の規定は、補助金が交付された会計年度終了後、減価償却資産の耐用年数等に関する省

令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める期間（当該期間が１０年を超えるものについては、

会計年度終了後１０年を限度）を経過した後においては適用しないものとする。

３ 第１項の規定による知事への承認申請は、取得財産目的外処分承認申請書（様式第１５号）

によるものとする。

４ 知事は、第１項の承認をする場合は、補助事業者に対して、当該財産の残存簿価、時価評価

額又は財産処分による収益（損失保証金を含む。）のいずれか高い金額に、当該財産を取得する

ために支出した経費の中で、当該財産に係る補助金の額の占める比率を乗じて得た額を上限と

して、納付（補助金の返還）を命じることができる。

５ 前項の規定は、補助事業者の責めに帰することができない、やむを得ない事由による取り壊

し又は破棄の場合は、適用しないものとする。

６ 知事は第１項の協議がなく財産処分のあったと認めるときは、既に交付した補助金の全部又

は一部の返還を命ずることができる。

（補助事業の経理等）

第１６条 補助事業者は、補助事業について帳簿及びすべての証拠書類（以下「書類等」という。）

を備え、他の経理と明確に区分して整理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければ

ならない。

２ 補助事業者は、前項の書類等を補助事業の完了の日に属する年度の終了後５年間、知事の要

求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。

（その他）

第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この要綱は、令和５年７月１２日から施行する。

この要綱は、令和６年４月２３日から施行する。
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別表第１（第３条関係）

業種分類 資本金
常時使用する

従業員

①製造業、建設業、運輸業 ３億円以下 ３００人以下

②卸売業 １億円以下 １００人以下

③サービス業（ソフトウェア業または情報処理サービ

ス業、旅館業を除く）
５，０００万円以下 １００人以下

④小売業 ５，０００万円以下 ５０人以下

⑤ゴム製品製造業（自動車または航空機用タイヤおよ

びチューブ製造業並びに工場用ベルト製造業を除く）
３億円以下 ９００人以下

⑥ソフトウェア業または情報処理サービス業 ３億円以下 ３００人以下

⑦旅館業 ５，０００万円以下 ２００人以下

⑧その他の業種（上記以外） ３億円以下 ３００人以下

⑨医療法人、社会福祉法人 － ３００人以下

⑩学校法人 － ３００人以下

⑪商工会・都道府県商工会連合会および商工会議所 － １００人以下

⑫中小企業支援法第２条第１項第４号に規定される

中小企業団体

上記①～⑧の業種分類に基づき、その主た

る業種に記載の従業員規模以下の者

⑬特別の法律によって設立された組合またはその連

合会

上記①～⑧の業種分類に基づき、その主た

る業種に記載の従業員規模以下の者

⑭財団法人（一般・公益）、社団法人（一般・公益） 上記①～⑧の業種分類に基づき、その主た

る業種に記載の授業員規模以下の者

⑮特定非営利活動法人 上記①～⑧の業種分類に基づき、その主た

る業種に記載の従業員規模以下の者
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別表第２（第４条関係）

※ 補助金の利用は１社当たり１回を限度とする。

補助対象経費 働きやすい魅力的な職場づくりに要する経費

項目 対象経費

社内規程の作成・変更

にかかる経費

社内規程の作成・変更に必要な次の経費

・専門家への謝金

・外部委託料

・その他知事が必要と認める経費

研修費 社内制度の導入・労務管理に必要な研修にかかる次の経

費

・専門家への謝金・宿泊費・旅費

・研修参加費（受講料、旅費、宿泊費）

・外部委託料

・その他知事が必要と認める経費

コンサルタント料 ・外部専門家によるコンサルティング経費

・その他知事が必要と認める経費

ソフトウェア導入・更

新にかかる経費

労務管理用ソフトウェア導入に関する次の経費

・ソフトウェアの購入・更新に伴う経費（設定作業費を

含む）

・その他知事が必要と認める経費

【留意事項】

次に掲げる経費は補助対象外とする。

・ 交付決定日よりも前に契約等を実施したもの

・ 金融機関等への振込手数料

・ 消費税及び地方消費税

補 助 率 補助対象経費の１／２（千円未満の端数切り捨て）

限 度 額 ３０万円


